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登
記
名
義
人
の
住
所
と 

被
相
続
人
の
最
後
の
住
所 

 

事
例
に
学
ぶ
相
続
登
記 

 
 

 

（そ
の
２
） 

  

先
日
父
が
亡
く
な
り
ま
し

た
。 

 

遺
言
公
正
証
書
が
あ
る
の

で
、
簡
単
に
相
続
登
記
が
出

来
る
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

法
務
局
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、

「
登
記
名
義
人
の
住
所
が
古

い
住
所
の
ま
ま
で
、
住
所
が

繋
が
ら
な
い
の
で
、
相
続
登

記
を
す
る
の
が
難
し
い
状
況

で
あ
る
。
」
と
言
わ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。 

 

ど
う
し
た
ら
良
い
の
で
し
ょ

う
か
。 

 

         

相
談
者
様
か
ら
遺
言
書
そ

の
他
関
係
書
類
を
お
預
り
し
、

対
象
と
な
る
不
動
産
の
登
記

情
報
を
確
認
し
ま
し
た
。 

 
す
る
と
、
対
象
不
動
産
の

登
記
名
義
人
の
住
所
と
、
被

相
続
人
の
最
後
の
住
所
が
異

な
っ
て
い
て
、
戸
籍
の
附
票
や

住
民
票
で
も
住
所
の
繋
が
り

が
確
認
で
き
な
い
こ
と
が
判

明
し
ま
し
た
。 

 

相
続
登
記
の
ご
依
頼
を
受

け
た
際
、
必
ず
確
認
さ
せ
て

い
た
だ
く
の
が
、
対
象
不
動

産
の
登
記
名
義
人
の
住
所
と

被
相
続
人
の
住
所
が
同
じ
か

ど
う
か
で
す
。 

 

同
じ
で
な
い
場
合
は
、
戸
籍

の
附
票
や
住
民
票
（
除
票
）
な

ど
で
、
登
記
上
の
住
所
か
ら

最
後
の
住
所
ま
で
、
住
所
が

繋
が
る
か
ど
う
か
を
確
認
し

ま
す
。
（つ
づ
く
） 

 

ち
ょ
っ
と
ひ
と
息 

  

八
月
、
宍
粟
市
一
宮
町
の

福
知
渓
谷
に
行
っ
て
き
ま
し

た
。 

 

平
成
二
一
年
の
台
風
九
号

の
被
害
で
川
が
め
ち
ゃ
く
ち

ゃ
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
復

旧
が
進
み
、
今
年
五
月
、
山

の
駅
「
ふ
く
ち
自
然
村
」
が
オ

ー
プ
ン
し
ま
し
た
。 

 

地
場
産
食
材
を
使
用
し
た

駅
舎
食
堂
や
ま
せ
み
や
全
天

候
型
ド
ー
ム
等
の
バ
ー
ベ
キ
ュ

ー
サ
イ
ト
が
あ
り
、
地
場
野

菜
、
木
材
な
ど
の
販
売
等
を

お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

川
の
水
は
冷
た
く
、
空
気

も
ヒ
ン
ヤ
リ
し
て
い
て
、
子
供

と
ボ
ー
ト
遊
び
を
し
た
り
、

網
で
小
魚
を
捕
ま
え
た
り
し

て
、
ひ
と
と
き
の
涼
を
楽
し
む

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

       
（
つ
づ
き
）
た
だ
、
上
記
証
明

書
等
を
可
能
な
限
り
取
得

し
て
も
、
登
記
上
の
住
所
と

最
後
の
住
所
が
繋
が
ら
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
場
合
は
、
登
記
名
義

人
と
被
相
続
人
が
同
一
人

物
で
あ
る
か
ど
う
か
が
確
認

で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
相
続
登
記
を
す
る
う
え

で
、
何
ら
か
の
手
当
て
が
必

要
で
す
。 

 

ま
ず
、
不
在
籍
・
不
在
住

証
明
書
に
よ
り
、
登
記
上
の

住
所
に
、
登
記
上
の
所
有
者

と
同
姓
同
名
の
人
物
が
存
在

し
な
い
こ
と
を
証
明
し
ま

す
。 

 

さ
ら
に
、
固
定
資
産
税
課

税
証
明
書
と
権
利
証
（
登
記

済
証
ま
た
は
登
記
識
別
情

報
）を
用
意
し
ま
す
。 

 

固
定
資
産
税
課
税
証
明
書

に
よ
り
、
固
定
資
産
税
の
納

税
義
務
者
が
被
相
続
人
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
ま
た

権
利
証
に
よ
り
所
有
者
し
か

所
持
し
て
い
な
い
は
ず
の
書

類
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
ま
す
。 

 
権
利
証
が
無
い
場
合
は
、

相
続
人
全
員
に
よ
り
、
登
記

上
の
所
有
者
と
被
相
続
人
が

同
一
人
物
で
あ
る
旨
の
上
申

書
（
印
鑑
証
明
書
付
）
を
作

成
し
ま
す
。 

 

事
例
の
案
件
で
は
、
権
利

証
が
見
当
た
ら
ず
、
ま
た
右

上
申
書
の
作
成
に
、
協
力
し

て
く
れ
な
い
相
続
人
が
あ
り

ま
し
た
。 

 

こ
の
場
合
、
旧
不
動
産
登

記
法
下
で
活
用
さ
れ
て
い
た

「
保
証
書
」に
類
す
る
書
類
を

作
成
す
れ
ば
、
登
記
出
来
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

 

保
証
書
は
、
成
人
二
名
が
、

被
相
続
人
が
登
記
名
義
人

と
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
を

保
証
し
、
署
名
、
実
印
押
印

の
上
、
印
鑑
証
明
書
を
添
付

し
て
作
成
し
ま
す
。 

 

も
っ
と
も
、
こ
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て
は
、
事
前
に
法
務
局

に
照
会
の
上
、
確
認
し
て
も

ら
う
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま

す
。 

 

ま
た
、
こ
う
い
っ
た
状
況
で

相
続
登
記
を
進
め
る
に
は
、

司
法
書
士
の
関
与
が
必
須
に

な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

ま
め
ま
メ
モ 

まま
めめ
まま
めめ
通通
信信  

二
〇
一
六
年 

九
月 

第
一
九
号 

  

司
法
書
士
高
橋
大
治
郎
事
務
所
か
ら
、
耳
寄
り
な 

情
報
を
発
信
い
た
し
ま
す
。 
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商
業
登
記
と
株
主
リ
ス
ト 

  
商
業
登
記
規
則
の
改
正
に

よ
り
、
平
成
二
八
年
一
〇
月

一
日
よ
り
、
株
式
会
社
の
登

記
申
請
に
あ
た
り
、
次
の
場

合
、
株
主
リ
ス
ト
が
必
要
に

な
り
ま
す
。 

①
登
記
す
べ
き
事
項
に
つ
き
、

株
主
全
員
（
種
類
株
主
全

員
）
の
同
意
を
要
す
る
場
合 

②
登
記
す
べ
き
事
項
に
つ
き

株
主
総
会
（
種
類
株
主
総

会
）の
決
議
を
要
す
る
場
合 

 

株
主
リ
ス
ト
の
記
載
内
容

は
、
①
株
主
の
氏
名
又
は
名

称
、
②
住
所
、
③
株
式
数

（
種
類
株
式
発
行
会
社
は
、

種
類
株
式
の
種
類
及
び
数
）
、

④
議
決
権
数
、
⑤
議
決
権
数

割
合
（
株
主
総
会
決
議
を
要

す
る
場
合
）で
す
。 

 

ま
た
、
株
主
全
員
の
同
意

が
必
要
な
と
き
は
、
株
主
全

員
の
リ
ス
ト
が
必
要
で
、
株

主
総
会
決
議
が
必
要
な
と
き

は
議
決
権
上
位
一
〇
名
ま

で
ま
た
は
議
決
権
割
合
三
分

の
二
に
達
す
る
ま
で
の
株
主

の
リ
ス
ト
が
必
要
と
な
り
ま

す
。 

 

商
業
登
記
の
真
実
性
の
担

保
を
図
る
目
的
で
改
正
さ
れ

る
も
の
で
す
が
、
実
務
上
は
い

ろ
い
ろ
と
問
題
が
出
て
き
そ

う
な
気
が
し
ま
す
。 

 

第
一
に
、
株
主
に
相
続
が

発
生
し
て
い
る
場
合
、
ど
の
よ

う
に
扱
う
の
か
。 

 

遺
産
分
割
協
議
が
整
っ
て
、

株
主
名
簿
の
名
義
書
換
が

済
ん
で
い
れ
ば
良
い
の
で
す
が
、

未
だ
の
場
合
は
共
有
と
し
て

扱
い
、
共
有
者
全
員
の
住
所

氏
名
を
記
載
す
る
か
、
相
続

人
の
把
握
が
出
来
て
い
な
い
と

き
は
、
被
相
続
人
の
住
所
氏

名
の
ま
ま
記
載
す
る
し
か
な

い
で
し
ょ
う
。 

 

相
続
人
か
ら
会
社
に
対
し
、

「
株
式
の
権
利
を
行
使
す
る

者
」
の
通
知
が
無
い
場
合
は
、

一
部
の
相
続
人
が
単
独
で
は

権
利
行
使
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

株
主
総
会
決
議
の
運
営
そ
の

も
の
に
影
響
が
あ
り
ま
す
。 

 

第
二
に
、
所
在
不
明
の
株

主
が
あ
る
場
合
、
ど
の
よ
う

に
扱
う
の
か
。 

 

こ
の
場
合
、
会
社
で
把
握
し

て
い
る
古
い
住
所
で
記
載
す

る
し
か
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

平
成
二
年
の
商
法
改
正
ま

で
、
株
主
会
社
を
設
立
す
る

際
に
は
、
発
起
人
七
名
以
上

が
必
要
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
以

前
に
設
立
し
た
会
社
は
、
人

数
合
わ
せ
の
た
め
に
、
親
族

や
取
引
先
な
ど
に
発
起
人
の

名
義
を
借
り
る
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。 

 

こ
れ
ら
の
会
社
で
、
オ
ー
ナ

ー
に
株
式
の
名
義
を
集
約
し

な
い
う
ち
に
、
名
義
株
主
の

所
在
が
分
か
ら
な
く
な
って
い

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

名
義
株
主
の
議
決
権
が
大

き
い
と
、
株
主
総
会
決
議
の

成
立
そ
の
も
の
に
影
響
が
出

て
き
ま
す
。 

 

こ
の
場
合
、
所
在
不
明
株

主
の
株
式
の
処
分
（
裁
判
所

の
許
可
を
得
て
株
を
買
い
取

る
な
ど
）
の
手
続
も
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。 

 

株
主
リ
ス
ト
は
、
法
務
局

に
お
い
て
、
株
主
総
会
決
議

が
有
効
か
否
か
を
判
断
す
る

材
料
に
も
な
る
と
思
わ
れ
ま

す
の
で
、
今
後
は
同
族
会
社

で
あ
っ
て
も
、
株
主
総
会
の
あ

り
か
た
等
を
見
直
す
必
要
が

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。  

     

平
成
二
八
年
上
半
期
の

異
動
状
況 

  

今
年
に
入
り
、
土
地
家
屋

調
査
士
の
水
地
さ
ん
、
事
務

の
相
上
さ
ん
、
経
理
の
河
村

さ
ん
、
司
法
書
士
の
野
﨑
さ

ん
が
入
社
し
ま
し
た
。
退
職

し
た
人
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

半
年
で
二
名
の
増
員
と
な
り

ま
し
た
。 

 

相
続
遺
言
相
談
室
の
Ｈ
Ｐ

を
作
っ
た
と
き
は
代
表
入
れ

て
八
名
だ
っ
た
の
が
、
今
で
は

一
四
名
に
。 

 

そ
ろ
そ
ろ
Ｈ
Ｐ
の
見
直
し

を
し
な
い
と
い
け
な
い
か
な
、

と
思
う
今
日
こ
の
頃
。 

 

（編
集
長 

高
橋
克
彰
） 
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